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傷病手当金に係る事務手続の変更について（通知） 

 

日頃より、公立学校共済組合の業務運営に関して、御理解、御協力いただきありがとうございます。 

この度、「福利厚生事務の手引（令和８年１月）」改訂に伴い、地方公務員等共済組合法第６８条に規定

する傷病手当金の請求に係る取扱いについて下記のとおり変更することといたします。 

各所属所におかれては、よろしくお取り扱い願います。 

 

記 

１ 主な変更点 

（１）事前審査の廃止 

支給開始時及び退職時に実施していた事前審査を廃止し、初回から請求書を提出していただきま

す。廃止の目的及び理由は以下のとおりです。 

・ 手続き開始から支給までの期間を短縮し、速やかな給付を行うため。 

・ 提出手続きの簡素化及び添付書類の削減により、請求者と所属所の事務負担を軽減するため。 

・ 請求書の Excel 様式への移行等、事務手続きの見直しにより、共済組合による事前の審査や通

知によらずとも正確な書類作成が可能となったため。 

 

（２）請求手続きの変更 

事前審査を廃止し、他の短期給付と同様、初回から請求書を提出していただきます。初回請求時に

支給要件の審査を並行して行うため、初回と２回目以降で添付書類が異なる点にご留意ください。 

なお、請求書のExcel化に伴い、「福利厚生事務の手引 別冊様式集」への掲載を廃止しました。 

公立学校共済組合東京支部のホームページから様式をダウンロードして使用してください。 

詳細は、別紙１「請求の流れ」及び「福利厚生事務の手引（令和８年１月）」を参照してください。 

 

（３）初回の支給時期の変更 

変更後は、初回の請求書提出時に支給要件の審査を行います。このため、下表のとおり、初回の

支給時期が早まります。 
 

変更前（事前審査あり） 変更後（事前審査なし） 

請求書の提出時期 事前審査結果通知後 要件を満たし次第随時 

請求書の提出締切日 毎月 10 日 毎月 10 日 

支給予定日 当月 24 日 原則、当月 24 日（※） 

全体の所要期間（参考） 約 2～3 か月 約 1～2 か月 

（※） 初回請求時は審査に時間を要するため、翌月 24 日となる場合があります。 

  

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/tetsuduki/tanki/kyugyo/shobyo/index.html


（４）様式の統廃合 

提出書類の様式について、下表のとおり変更します。 

※一部、様式名を省略しております。〔 〕内は「用紙No.傷病手当」以下の数字です。 

変更前 変更後 変更点 

〔１〕傷病手当金請求書 
〔１〕傷病手当金請求書 統合 

〔２〕傷病手当金請求書（退職者用） 

〔1-2〕報酬支給額証明書(有給休職用) 
〔２〕報酬支給額証明書 統合 

〔1-3〕報酬支給額証明書(無給休職用)  

〔３〕試算シート 〔３〕試算シート 更新 

〔４〕事前審査表紙 

廃止 請求書に統合 〔５〕傷病手当金に係る確認書 

〔６〕年金等調整方法申請書 

 

２ 適用時期 

本通知による変更は、令和８年２月１日から適用します。 

なお、事務手続の変更に伴う経過措置については、別紙２「経過措置について」を参照してください。 

 

３ その他 

本通知に係る問合せについては、電子メールで受け付けます。 「短期給付事業に関する質問票」 

を作成の上、下記メールアドレス（tanki@section.metro.tokyo.jp）宛に送信してください。 

 

【問合せ先】 

 公立学校共済組合東京支部 

給付貸付課 短期給付担当 市村・沼屋 

E-mail tanki@section.metro.tokyo.jp 

電 話 03（5320）6827 

（問合せは原則としてメールでお願いします） 
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